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民主市民クラブの 2020(令和２)年度 

県中間期予算及び政策推進に関する要望書に対する回答 

 

 

令和２(2020)年９月８日  

 

 

 

 

 今年度の財政状況は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、県税収入が現時点で前年度に比べ減少しており、 

 

今後更に下振れする懸念もあることから、当初予算に計上した一般財源の確保は厳しい状況にある。 

 

 こうした中にあって、令和２(2020)年度９月補正予算については、御要望の趣旨を十分に踏まえ、新型コロナウイル 

 

ス感染症への対応を中心に、県民生活に関わる緊要な課題等に適切に対処することとして編成した。 

 

 

 

 

 

  要望事項に対する回答は、次のとおりである。
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 要  望  事  項 回       答 

１ 新型コロナウイルス感染症対策予算の確保に向

けた今年度当初予算の見直し等について 
 

 

今月上旬の第２７回県新型コロナウイルス感染

症対策本部会議後の知事臨時記者会見や県医師会

会長就任会見において現在の感染状況を「第２波」

とする認識が示されたところであり、感染の広が

るスピードが速く、若者中心から中高年へと拡大

している。 

県においては、感染拡大防止をはじめ、新しい生

活様式の実践・定着と社会経済活動の両立を図る

という難題に取り組むべく、国の新型コロナウイ

ルス感染症対策にかかる補正予算に呼応しなが

ら、令和元年度３月補正を含むこれまでの補正予

算により、総額約１，３８０億円を計上した。 

この間、県議会において今後の新型コロナウイ

ルス感染症対策に必要な財源の確保に向けて、議

員報酬及び政務活動費の減額、各種調査活動の見

送りなどにより総額７，５００万円余の議会関係

経費の縮減を行った。 

一方、県では当初予算に計上した県税収入につ

いて２年連続で減額補正を余儀なくされ、今年度

においても企業・経済活動の停滞等による減収や

納税猶予が予想される。 

当面、国の第３次補正予算の編成も不透明なこ

とから、県においては今後の対策に備え、当初予算

の見直しや事業の組替えを行うほか、活用できる

基金がないか精査をする等により財源の確保を図

るとともに、検査及び医療提供体制の拡充、医療機

関の経営や中小企業等に対する支援の強化、児童

生徒の学びの機会確保、県民生活を支える取組の

強化など、現在における各種事業の拡大や期間の

延長に加え、県独自の新たな事業に躊躇すること

なく取り組むこと。 

 当初予算の見直しや事業の組替えにあたって

は、義務的経費や災害対策事業を除いた上で、「国

庫補助の有無」、「コロナ禍における海外関連事業

やイベント等の実施の可否」、さらには「コロナ禍

による事業効果」、「事業対象者・関係者の意向」

などの視点をもとに行うこと。 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の今後の状況や経済・雇

用情勢等、本県の実情に応じた実効性のある事業に取

り組んでいく必要があるため、その財源の確保につい

ては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金をはじめとする国庫補助金等を最大限活用すると

ともに、既定予算の見直しにも適時・適切に取り組ん

でいく。 

 また、基金については、今後の財政需要を注視しつ

つ、活用について引き続き検討していく。 

 

 

 

○重症患者受入医療機関ネットワーク整備事業費 

74,800 

 

 

○新型コロナウイルス感染症医療提供体制等整備事

業費                               5,579,241 
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 要  望  事  項 回       答 

２ 新型コロナウイルス関連対策に関する国への取

組について 
 

 

国は新型コロナウイルス感染症対策のための第

２次補正予算において、感染の第２波に備え予備

費に１０兆円という例のない額を積み増しした。

その際、半分の５兆円について雇用維持や生活支

援に約１兆円、事業継続支援に約２兆円、医療提供

体制強化に約２兆円とする内訳を示した。そして

先般、その予備費から売り上げが急減した中小企

業などを救済する持続化給付金に約９千億円、個

人向けの緊急小口資金に約２千億円など計約１兆

１千億円を充てるとしている。 

 そこで、現下の感染状況を踏まえ、国に対し、全

国知事会などを通じて、予備費を活用して新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をさ

らに増額し、速やかに交付するよう求めるととも

に、経営が厳しい医療機関の運営費に支援を行う

など幅広く活用できるよう、新型コロナウイルス

感染症緊急包括支援交付金の増額と運用の見直し

を要望すること。 

また、国に対し、新型インフルエンザ等対策特別

特措法を改正し、事業者に対する休業要請と協力

金の支給を併せて行うことができるよう制度化す

る一方、感染者や医療従事者などに対するデマの

拡散や誹謗・中傷への対策として普及啓発や相談

窓口の拡充を働きかけること。 

 

国に対しては、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を増額するとともに、柔軟に幅広く活

用できるよう、引き続き要望していく。 

また、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付

金の所要額の確保と運用の更なる見直しについても

引き続き要望するとともに、経営上大きな影響を受け

ている医療機関に対する継続的かつ多様な財政支援

策を講じるよう求めていく。 

都道府県知事による事業者への休業要請の実効性

を担保するための法的措置等については、国に対し全

国知事会を通じて要望したところである。さらに、新

型コロナウイルス感染症の感染者等に対する誹謗中

傷や差別の解消についても、継続的な広報や教育・啓

発、相談窓口の充実・強化など、人権を守る対策を早

急に講じるよう国に対し要望するとともに、県・市町

共同による「新型コロナとの闘いを乗り越えるオール

とちぎ宣言」を実施したところである。引き続き、必

要に応じて国に働きかけを行っていく。 
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 要  望  事  項 回       答 

３ 私学就学支援の充実について  

 

本県の私学支援については、２０２０年度から

国が高等学校等就学支援金制度の拡充を行ったこ

とにより、年収約５９０万円未満世帯への支給額

を引き上げたほか、高等学校等の入学金補助の導

入を図った。一方、栃木県私立学校教職員組合連合

が先頃実施した調査では、２０１９年度において

も依然授業料滞納者と経済的理由による中退者が

後を絶たず、私立学校の生徒や家庭における生活

困窮の実態が浮き彫りになっている。 

そのような中、本県の私学支援については、県独

自の予算支援が少ない状況であり、他県の私学支

援の状況と比較しても、更なる支援の拡充が必要

である。 

我が会派では、私学支援の拡充について、栃木県

私立学校教職員組合連合の県要望も参考にこの間

求めてきたが、特に、生活保護及び生活困窮世帯等

の私立高校の生徒に対しては公立高校で実施して

いるように、学費の全額無償化の措置を講じるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで、高等学校等就学支援金制度の拡充や県独

自の高等学校等入学料減免補助金の創設など、私立高

等学校に通う生徒の保護者の経済的負担の軽減に努

めてきた。 

また、生活保護世帯及び住民税非課税世帯に対して

は、授業料以外の教育費の負担軽減を目的とした奨学

のための給付金の支給を行っており、今年度も支給額

の引上げを行ったほか、新型コロナウイルス感染症へ

の対応として、家計急変世帯についても支給対象とし

たところである。 

今後とも、これらの制度拡充後の状況や他県の動向

を踏まえながら、国に対し、全国知事会を通じて高等

学校等就学支援金制度等の拡充について要望するな

ど、保護者の経済的負担の軽減に取り組んでいく。 
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 要  望  事  項 回       答 

４ 婦人相談員の充実について  

 

生活環境に課題を持ち保護や援助が必要な女

性、ＤＶ・ストーカー被害者等をはじめ、多種多様

な複合的な相談に応じ、女性への支援を担う婦人

相談員が全国に配置されている。都道府県は婦人

相談員の設置義務があるが、市区においては設置

が任意となっている。本県においては、各市の福祉

事務所すべてに婦人相談員が配置されているが、

多くは母子・父子自立支援員と兼務している現状

であるとともに、１名もしくは２名の人員体制が

圧倒的に多い。人員の少なさにより日々の対応に

追われ、１名体制の職場では代替の職員がいない

ために研修に参加できない場合もある。ＤＶ被害

者の中には発達障害が疑われる方や、文化の違う

外国人、コロナ禍において被害が深刻化した方等

多岐にわたり、対応には様々な分野の理解が必要

とされ、専門職として婦人相談員の充実は避けて

通れない。専門職としての業務内容に見合った身

分保障や待遇の改善、より質の高い相談支援を提

供するチームアプローチが必須である。 

県は、婦人保護業務関係職員研修会や、配偶者暴

力相談支援センター職員研修会を行っているが、

さらに、相談員の育成のため、関係機関との連絡調

整や証明書発行支援、保護命令申立支援など事例

を踏まえた現場での個々の対応の充実を図るこ

と。特に新人婦人相談員への丁寧な養成に努め、婦

人相談員相互の連携強化も図ること。専門職とし

ての支援決定プロセスへの参画や、婦人相談員の

二次受傷も含めバーンアウト防止のために、婦人

相談員の一層の重要性と専門性を念頭に相談支援

の自治体間格差が生じないよう努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

婦人相談員の育成・支援のため、とちぎ男女共同参

画センターが実施する研修会について、事例検討や婦

人保護と関連する社会的課題に関する最新情報、相談

支援業務による二次受傷防止などをテーマとするな

ど、カリキュラムを充実させ、婦人相談員のスキル向

上や心身の健康維持を図っていく。 

特に新任相談員に対しては、相談支援に係る心構え

や婦人保護関係法令体系及び事務処理に係る知識な

どが早期に習得できるよう支援していく。 

さらに、研修の実施に当たっては、グループワーク

方式により婦人相談員間の連携強化に努めていく。 

また、必要に応じ、婦人相談員向け研修等へ婦人保

護担当の行政職員にも参加を促し、婦人相談員の役割

の重要性や専門性について職員の理解を深めるなど、

これら取組を通じ、県内各自治体における相談支援の

充実につなげていく。 
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 要  望  事  項 回       答 

５ プラスチック資源循環に向けた取組みの推進に

ついて 
 

 

昨年８月には県及び県内全２５市町によるプラ

スチックごみ対策の一層の強化を図るため、「栃木

からの森里川湖プラごみゼロ宣言」を行い、本年３

月には議員提案による「栃木県プラスチック資源

循環推進条例」を制定し、使い捨て型の大量消費社

会から循環型へと移行すべく、清掃活動等ポータ

ルサイトの開設や「プラスチック・スマート」キャ

ンペーンなどを通じ広く周知・啓発を図るととも

に、各種実践的な活動に取り組んでいるところで

ある。 

一方、今般の新型コロナウイルスの感染防止対

策のもと、飲食店等の自主休業や外出の自粛に伴

い長時間自宅で過ごす「巣ごもり生活」が広がっ

た。料理のテイクアウトや自炊による食事機会の

増加は、食品容器などプラスチック製の家庭ごみ

排出を増大させている。 

そこで、再生材や植物由来のバイオマスプラス

チック・生分解性プラスチックの利用促進を強化

すべく、製造事業者の育成・製品開発の支援など、

プラスチックの資源循環に向け、更なる推進に取

り組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

これまで、「とちの環エコ製品」認定制度等により

再生材の利用促進を図るとともに、県内全２５市町と

共同で行った「プラごみゼロ宣言」を契機として、バ

イオマスプラスチック・生分解性プラスチック等の再

生可能資源への代替促進を広く呼びかけてきたとこ

ろである。 

引き続き、７月に立ち上げた「栃木県プラスチック

資源循環推進協議会」により事業者、消費者、市町等

と一体となって更なる資源循環の推進に取り組んで

いくとともに、製造事業者に対しては、技術相談や補

助制度等により研究開発を支援していく。 

６ とちぎの林業人材確保・育成のあり方について  

 

「とちぎの林業人材確保・育成のあり方に関す

る検討会」では、本県の目指すとちぎの森林の姿を

「森林の持つ公益的機能を高度に発揮する多様で

健全な森」と位置付けるとともに、林業人材の育成

目標を「生産性の向上」や「知識・技能を有する即

戦力人材の確保」と定めた。県では、林業センター

等で行われている、「栃木県林業カレッジ」を中心

とした研修において、栃木県内の素材生産を行っ

ている事業体の中核となる林業従事者を養成し、

併せて森林・林業に関する幅広い知識と林業の専

門的技術の習得促進に取り組んでいる。 

しかしながら、今後の林業人材確保・育成につい

ては、さまざまな視点を捉える必要が生じており、 

今後、林業人材の不足が見込まれることから、林業

労働力の確保・育成に取り組んでいく必要がある。 

このため、林業人材について、本年３月に設置した

「とちぎの林業人材確保・育成のあり方に関する検討

会」において有識者の意見を伺いながら、生産性の高

い林業経営の実現に向け、デジタル技術を含めた幅広

い知識や高度な技能を有する人材の確保・育成に取り

組んでいく。 

また、スマート林業については、「とちぎの林業イ

ノベーション」事業における３つの柱である「航空レ

ーザー計測による森林資源情報のデジタル化」、「生

産工程管理のＩＣＴ化」及び「作業の自動化による労

働負荷低減」について、今後設置する国や関係団体等 
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 要  望  事  項 回       答 

 

次期プランを策定する現在において、今後の県政

の政策に位置付けていく必要がある。 

一つ目は、県議会でも提唱されている「林業大学

校」構想である。県議会内では、複数の会派・議員

から提案されており、林業の社会的価値を高め、林

業就業者の賃金や福利厚生面の改善に加え、本県

独自の林業大学校の整備を求めてきている。県で

は、現在、林業センターにおいて、「林業カレッジ」

として研修を行っているが、今後、こうした研修も

十分に活用し、林業大学校構想を研修機能の強化

の視点を含めて検討すること。 

二つ目は、「スマート林業」についてである。林

業就業者の人材確保に向けて、全国的に「スマート

林業」を目指す動きが顕在化してきた。 

岡山県西粟倉町では、８月より三井住友信託銀行

が受託し、所有林の樹木を管理する「森林信託」制

度が始まった。最新の測量技術やＩＴを取り入れ、

信州大ベンチャー企業と連携し、ドローンを使っ

た測量で森林の価値を査定することとしている。 

 また、北海道立総合研究機構では、人工知能（Ａ

Ｉ）で森林の木材量を把握する新技術を開発した。

高齢化が進む林業従事者の作業負担軽減も可能で

あり、今後も各分野でＡＩの活用策が広がる見通

しである。 

栃木県においても、内閣府の未来技術社会実装

事業に選定され、「とちぎの林業イノベーションｂ

ｙ Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」として、ＡＩ、ＩｏＴ、

５Ｇ等の技術を活用し、林業の生産工程に即した

「森林資源情報のデジタル化、可視化」「生産工程

管理のＩＣＴ化」「自動化による労働負荷低減」等

を達成し、本県林業を「デジタルを活用したスマー

ト林業」への転換を図ることを目指している。今

後、本実装事業は国や関係者で構成する協議会を

設置し取組を推進すると聞いている。 

本県のスマート林業については、ＳＤＧｓの理

念も踏まえて本県独自の視点で整理していくべき

であり、研究開発や従事する人材育成のあり方に

ついて、具体的なスケジュールや今後の執行体制

を含め検討すること。 

このほか、林業人材育成・確保に向けては、国の

「森林・林業新規就業支援対策事業」をはじめ、さ

まざまな支援制度があることから、本県財政状況

も踏まえ、対応を検討すること。 

 

で構成する協議会において具体的な事業内容やスケ

ジュール、執行体制等を検討し、積極的に推進してい

く。 

林業人材の確保・育成に係る財源については、国の

補助事業等を積極的に活用していく。 
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 要  望  事  項 回       答 

７ 水素社会の構築に向けた普及促進について  

 

 県環境基本計画では、環境負荷の低減や防災対

応能力の向上に寄与する、次世代自動車への転換

や水素ステーションの導入を促している。県では、

とちぎＦＣＶ普及促進研究会の提言も踏まえ、県

内の商用水素ステーションの整備に対する支援制

度を創設し、今年３月、栃木市藤岡町に県内初のス

テーションが開設した。 

また、燃料電池自動車普及を促すうえで県によ

る車両購入費補助を会派として要望してきた結

果、今年度より個人・法人を対象とした支援制度が

創設された。 

 さらに県では、引き続きステーション整備への

支援に取り組んでいるが、設置事業者に利用状況

を会派で調査したところ、県内での登録車両も少

ないことから利用回数が伸び悩み、運営に苦慮し

ている実情にある。当面、国とＪＨｙＭ（日本水素

ステーションネットワーク合同会社）によるステ

ーションの運営費助成は得られるものの、県とし

ても運営費の一部助成を行うこと、また、他県では

風力や太陽光発電など再生可能エネルギーからで

きた電気を使って水素を作りだす事業に取り組ん

でいるが、本県でもこれら実証事業に取り組むこ

とを検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 低炭素社会の実現には、ＦＣＶの普及等により水素

の利活用を促進し、省エネや二酸化炭素排出削減へと

つなげていくことが重要である。 

このため、ＦＣＶについては、本年３月に県公用車

として２台を率先導入したほか、個人、法人等の導入

補助や普及に向けた啓発活動により需要創出を図っ

ているところであり、ＦＣＶの普及拡大によりステー

ションの自立的な運営につなげていく。 

 また、再生可能エネルギー由来の水素の利活用に向

けては、今後の社会的な水素需要の動向等を注視して

いく。 
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 要  望  事  項 回       答 

８ 野生鳥獣対策事業に対する支援について  

 

昨年度の野生イノシシをはじめ、シカ、サル、ク

マ等の野生鳥獣による剥皮被害や幼齢木の食害等

の林業被害、稲・野菜・イモ類の農作物被害の総額

は４億２，０００万円と４年ぶりに増加した。 

被害を引き起している鳥獣の捕獲などの野生鳥

獣対策は、被害に応じた的確な対策を実施するた

め、県内市町の自治会などの地域組織が大きな役

割を担っている。 

しかし、その生息域は山間部から平坦部まで拡

大し深刻さが増していることから、更なる対策の

推進が喫緊の重要課題であり、県ではシカ、イノシ

シ対策について鳥獣管理士の派遣や養成、奨励金

制度等による対策事業を強化しており、特に奨励

金の交付は捕獲の担い手の意欲向上に繋がってい

るところである。 

そこで、令和２年度で終了予定の県単補助事業

（市町村捕獲活動支援事業補助金、捕獲強化奨励

事業補助金）を今後も継続し被害対策強化に努め

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シカ及びイノシシの対策については、管理計画に基

づき、捕獲目標の達成に向け、県単捕獲奨励制度等に

より市町や捕獲従事者を支援しており、捕獲数は近年

増加傾向にある。 

現在、より効果的な対策につなげるため、シカ・イ

ノシシ生息数の推定調査を行っているところであり、

今後も、地域鳥獣被害対策連絡会議などの関係機関と

連携し、捕獲、防護、環境整備の取組を総合的に推進

していくことにより、野生鳥獣被害の軽減に取り組ん

でいく。 
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 要  望  事  項 回       答 

９ 「にんしんＳＯＳ」の設置について  

 

厚労省の社会保障審議会児童部会児童虐待等要

保護事例の検証に関する専門委員会において、平

成２９年度の虐待死事例は「０歳」が５３．８％で

最も多く、妊婦健診未受診や予期しない妊娠など

妊娠期・周産期の問題が乳児虐待につながると指

摘している。こうした状況から見えるのは孤独と

社会からの孤立であり、妊娠する以前からＤＶや

虐待、ネグレクト、貧困など様々な困難を抱えなが

ら生きてきた背景があることが多い。産む・産まな

い、育てる・育てないに関わらず、妊娠にまつわる

悩みに寄り添い、社会とつながる力を回復し、自由

に生きる権利を奪われることのない社会でなけれ

ばならない。そのために、妊娠したかもしれない、

どうしたらよいかわからない、産んでも育てられ

ない、一人で産んで育てたい、彼女を妊娠させてし

まった等、誰にも相談できない予期せぬ妊娠に関

する相談対応については、２０１５年に設立され

た「全国妊娠ＳＯＳネットワーク」を中心に、若干

自治体直営もあるが、大半が「にんしんＳＯＳ」と

して自治体から助産師会やＮＰＯに委託されてい

る。 

予期せぬ不意の妊娠に対応する相談窓口が未整

備の状態では、女性の人権として認められている

「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」がなし崩し

になってしまうことが懸念される。 

内閣府の第４次男女共同参画基本計画では、生

涯を通じた女性の健康支援に「リプロの視点」の重

要性が書き込まれているが、ないがしろにされか

ねないために妊娠相談は非常に重要である。 

他県では今般の新型コロナウイルス感染拡大に

より、学校休業期間中に交際相手と過ごす時間が

長くなったり、不安から交際相手への依存が深く

なったりすることなどから、予期せぬ妊娠につい

ての相談が多くなっているという。本県では広域

の健康福祉センターにて、保健師等が思春期から

更年期等に至る女性の健康支援として、電話、面接

による相談体制になっているが、妊娠に特化した

相談窓口ではない。関東甲信越地域では、本県と山

梨県のみ「にんしんＳＯＳ」が設置されていない。

群馬県では群馬県助産師会に年間３００万円で委

託し、週２日１９時～２２時に電話やメール、面談

での相談を受けている。本県の相談事案が、東京の

「にんしんＳＯＳ」から「とちエール」につながる 

現在、予期せぬ妊娠等の相談を含め、女性の健康に

関する相談支援については、広域健康福祉センターに

おいて保健師等が対応しているが、若年者は、行政機

関に相談することへの抵抗感等が推察され、妊娠に関

する相談はほとんどされない状況である。 
しかしながら、予期せぬ妊娠は虐待に至るリスクが

高いことから、適時適切な時期に相談支援につなげる

ことが重要であり、今後は、本県のこれまでの取組を

踏まえ、他県の事例等を参考にしながら、栃木県助産

師会やとちぎ性暴力被害者サポートセンター「とちエ

ール」等の関係団体と意見交換を行うなど、相談体制

のあり方について検討していく。 
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 要  望  事  項 回       答 

 

こともあるという。（この場合は性暴力被害の可能

性もある。） 

経済的困窮や虐待・ＤＶ等社会的背景も起因し

ているため、コロナ禍において困難な課題が重複

し、今後相談がさらに多くなっていくものと判断

する。とちぎ性暴力被害者サポートセンター「とち

エール」が持つネットワークとの連動も視野に入

れて「にんしんＳＯＳ」の早期設置に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 新型コロナウイルス禍を踏まえた介護サービ

ス等への支援拡充について 
 

 

介護職の現場においては、「団塊の世代」が 75

歳以上の後期高齢者となる「２０２５年問題」とし

て将来的な介護人材の確保について懸念されてい

る。現在においても、空床が生じていても入所でき

ない施設が見受けられるなど、介護現場の担い手

不足は深刻なものであり、全国的にも人手不足を

原因とした事業所の閉鎖が出てきている現状をみ

れば、介護人材の確保は喫緊の課題であるといえ

る。栃木県においては、介護人材の参入促進として

「外国人介護人材活躍推進事業」等に取り組んで

おり、県内介護事業所と現地関係機関等とのマッ

チング支援等を中心に行っているものであるが、

現在のコロナ禍においては想定した成果を期待す

るのは困難である。そうした中で、民間において

は、国内にいる外国人の在留資格について、介護な

どの「特定技能」への切り替えをサポートする企業

が増えている。すなわち、新型コロナウイルス感染

症の流行により渡航制限が世界で発動される中

で、予定していた特定技能外国人の入国は制限さ

れているところ、他方で、２０１９年末時点で国内

に約２９３万人、県内には４２，８３５人の外国人

が在留しており、外国人材の活用は人手不足の解

消に有力な手段の一つであるといえる。県におい

ても、外国人介護人材活躍推進事業として従来の

マッチング支援に加え、留学生等の在留外国人の

特定技能取得支援等も検討することで介護人材の 

留学生等の在留外国人が介護人材として参入する

ことを支援するため、とちぎ外国人活用促進協議会に

おいて、関係機関等と連携し、外国人を介護人材とし

て受け入れるための各種制度の周知や講習会の開催、

事業者ニーズ調査等を実施しているが、今後、更に外

国人材を幅広く受け入れる仕組みの構築を検討して

いく。 

また、県内の特別養護老人ホームの一部において

も、引き続き介護職員不足による空床が生じているた

め、介護人材の確保に向け、国における介護従事者処

遇状況等調査の結果も踏まえながら、事業者に対し、

処遇改善の適正な実施について指導、助言等を行うと

ともに、従前から取り組んでいる専門家の派遣等によ

る介護職員処遇改善加算取得に向けた支援について

も、県内の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏

まえながら検討していく。 

新型コロナウイルス感染症の集団感染への備えに

ついては、個々の介護サービス事業所では対応しきれ

ないような緊急事態が発生した場合を想定し、介護職

員の応援体制の構築に向けて、関係団体等と協議して

いく。 

介護者不在の在宅要介護高齢者への支援について

は、訪問介護や短期入所等のサービスを念頭に、社会

福祉施設等に対する衛生資材の提供など感染防止を

図るための支援を行うとともに、関係団体にも協力を

要請するなど、要介護者の生活に支障が生じることが

ないよう努めていく。 
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 要  望  事  項 回       答 

 

参入促進を図ること。 

また、介護職場における離職防止や人材確保の

ためには、根本的な処遇改善が不可欠である。この

点、県においては、国における介護従事者処遇状況

等調査の結果も踏まえながら、事業者に対し、処遇

改善の適正な実施について指導助言等を行うもの

としている。しかし、国による調査は抽出調査であ

り、コロナ禍において深刻化している現場の状況

を正確に把握してきめ細かい適切な対応を取るた

めにも、県があらためて独自で全数調査を実施す

べきであり、その上で、介護職員の確保や離職防止

対策を講じること。 

さらに、介護施設などで新型コロナウイルスの

集団感染が発生した場合に備え、職員が不足する

事態を想定し、他の施設から応援職員を派遣する

体制の整備が全国的に広がっており、全国１２県

においてその整備がなされている。県内では未だ

介護施設における集団感染は生じていないとはい

え、いつそうした事態が生じてもおかしくない状

況にあるといえる。平時でさえ人手不足の中、そう

した事態を当該施設の力だけで乗り越えることは

困難であり、栃木県においても、早急に新型コロナ

ウイルスの集団感染を想定した応援体制の整備に

とりかかること。 

加えて、新型コロナウイルス感染症が拡大する

中で、在宅生活をしている要介護高齢者は、同居す

る家族が新型コロナウイルスに感染した場合、入

院等により介護者不在となること、さらに高齢者

自身が濃厚接触者となるため、訪問介護や介護施

設への短期入所等の介護サービスの提供を断られ

る可能性が高く、在宅生活の継続に支障を来たす

事態が想定される。そこで、市町に対して、同居す

る家族が新型コロナウイルス感染症ために入院し

在宅での生活が困難になった場合、要介護高齢者

を一時的に受け入れることができる施設の確保な

どの体制整備への支援や財政的支援を行うこと。 

また、インフルエンザ流行期に新型コロナウイ

ルスの感染が拡大した場合、新型コロナウイルス

感染症か、インフルエンザかを判断することが難

しいため、ＰＣＲ検査数が増加する課題がある。季

節性インフルエンザの流行を抑えることで、医療

現場の混乱を防ぎ、適切な治療につながることか

ら、市町に対してインフルエンザワクチン予防接

種費用の補助金創設を行うこと。 

また、国に対し、新型コロナウイルス感染症と同時

にインフルエンザも流行する局面に備えて、ワクチン

の安定供給と高齢者などへの計画的な接種体制整備

を要望したところである。 

今後、国が秋冬に向けた季節性インフルエンザワク

チンの供給等についての方針を示す予定であり、この

方針を踏まえ適切に対応していく。 
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 要  望  事  項 回       答 

１１ 中小・小規模事業者、労働者への支援対策につ

いて 
 

 

昨年の「令和元年東日本台風」による被災に続

き、今般の新型コロナウイルス感染症の蔓延によ

る災禍は、今もなお我が国のみならず世界中を大

きな混乱に陥れている。当然、本県も例外ではな

く、とりわけ日本全国に発出された緊急事態宣言

後、経済に及ぼされた影響・損失は極めて甚大なも

のであり、今後の十分な回復まで見込んでいくた

めには、時間的にも財政的にも、さらに実態を踏ま

えた相当の対策が必要とされていることは言うま

でもない。 

まず、持続化給付金・家賃支援給付金の対象者の

要件緩和を図り、速やかな追加給付も含め内容の

拡充が実行されるよう、国に働き掛けること。ま

た、新型コロナウイルス感染症に対応する「地域企

業再起支援事業」は、県内において想定以上のニー

ズが明らかとなったことから、速やかに追加の予

算措置が講じられるよう、国に働き掛けること。ま

た、その補完について、本県独自の取組を実行する

など柔軟な対策を講じること。 

加えて、「令和元年東日本台風」に係る「中小企

業等グループ施設等復旧整備補助事業」及び「地域

企業再建支援事業」について、新型コロナウイルス

感染症による影響を考慮し、今年度内の事業完了

が困難な場合も想定し、次年度に向けても必要な

予算措置が講じられるよう、国に働きかけること。 

さらに、事業者の雇用維持・安定化を支援するた

めの雇用調整助成金の適正な支給に向け、併せて

スムーズな就活・就労を促進するためのマッチン

グ機会の創出に向け、十分な対応を図るためのシ

ステム・運営体制の強化充実と自治体への支援に

必要な予算措置が講じられるよう、国に働き掛け

ること。 

また、新型コロナウイルス感染症対応休業支援

金・給付金について、対象を全ての企業とし、雇用

形態を問わず全ての労働者に対して支給されるよ

う、国に働き掛けること。併せて、事業主の了承を

得ずに申請した場合でも、事業主は労働者に不利

益な取り扱いをしてはいけないことを事業主及び

労働者に周知徹底するための取組を、県としても

独自に行うこと。 

そして、特に県として、これまで以上に踏み込ん

だ対応を要望したいこととしては、事業者及び労 

持続化給付金・家賃支援給付金の対象者の要件緩和

等については、国に対して要望しているところであ

る。 

また、県内中小企業者が行う事業継続・再起のため

の感染症対策を支援する地域企業再起支援事業につ

いて、９月補正において必要な予算を確保することと

しているほか、国に対しては更なる予算措置を要望し

ている。中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業

及び地域企業再建支援事業については、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、年度内の事業完了が困難

な事業者が見込まれることから、次年度に向けた予算

措置について、国へ要望している。 

雇用調整助成金については、迅速な支給や運営体制

の更なる充実、また、マッチング機会の創出に対する

財政支援に関し、国に対して要望しているところであ

る。 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

については、栃木労働局と連携しながら、事業主や労

働者に対し、制度の周知に努めていく。 

さらに、事業者や労働者からの相談対応について

は、融資や経営、労働等に関する特別相談窓口を設置

するとともに、必要に応じ専門家を派遣するなど、各

種相談に対応しているところであり、引き続き、県内

中小企業等からの相談にきめ細かに対応していく。 

 

 

 

○地域企業再起支援事業費        650,000 

 

 

 

○地域企業再建支援事業費        300,000 
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 要  望  事  項 回       答 

 

働者への支援に関する相談対応の体制・機能の強

化充実を図るとともに、利便性と効率化の観点か

らも、相談窓口は可能な限りワンストップ化に向

けさらなる集約化を図ること。また同時に、事業者

訪問や巡回相談の頻度を高めるなど、より踏み込

んだプッシュ型の支援を実行し、対策の実効性を

追求すること。 

 

 

 

 

 

 

１２ 観光関連産業への支援と観光需要の回復につ

いて 
 

 

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大・蔓延

は、日本全国の観光関連産業に多大な被害をもた

らしている。とりわけ日本全国に発出された緊急

事態宣言をはじめ、第２波を迎えている今もなお、

その影響が甚大であるにもかかわらず、二転三転

してきた政府の対応ぶり、実効性のある対策が講

じられていない現状からは、本県において、速やか

な対策の実行が求められていることは言うまでも

ない。 

まず、観光関連産業は宿泊・旅行・添乗員・運輸・

土産物店など、その業種・業態は実に多種多様であ

るため、地域活性化の主要産業であり、雇用誘発効

果や経済波及効果も広範囲に及んでいるが、財務

等の経営基盤は比較的脆弱な事業者が多いことか

ら、国には、観光関連産業版の持続化給付金制度を

新たに創設するなど、中長期的視点も含め、必要な

支援制度の創設と予算措置を講じるよう、働き掛

けるとともに、県としても、それを補完する独自支

援の速やかな枠組みづくりや継続的な取組も含め

ての検討など、当該事業者の事業継続に必要な対

策を講じること。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大が続い

ている現状から、各知事からは都道府県境を跨ぐ

移動は極力控えるよう要請が続けられている。こ

うした状況から、県が行っている「県民一家族一旅

行推進事業」の期間延長や追加の予算措置に加え、

その時々の感染状況に応じて、ごく近隣県との連

携による、地域を限定した旅行推進事業を企画・実

行し、減少した需要の回復とさらなる喚起に向け

て対策を講じること。 

観光誘客の推進にあたっては、感染状況等を踏まえ

ながら、県内、首都圏、そして全国へと誘客ターゲッ

トを広げ、戦略的に取り組んでいくこととしている。 

観光関連産業の復興を図るためには、中長期的な資

金支援が必要であることから、国に対して要望を行っ

ているところである。 

また、ＧｏＴｏトラベルキャンペーンのスタートを

受け、本県への誘客を図るため、宿泊者への本県特産

品のプレゼントやレンタカー利用料金を割引するキ

ャンペーンを実施するとともに、デジタルメディア広

告等の様々なプロモーション手法を活用するなど、積

極的な魅力発信にも努めているところである。 

県民一家族一旅行推進事業については、割引クーポ

ン等の追加配布を行うなど、積極的に支援している。 

加えて、北関東三県広域観光推進協議会や北関東磐

越五県広域観光推進協議会等を活用しながら、近隣県

との連携による、観光需要喚起対策に積極的に取り組

んでいく。 

また、ＧｏＴｏトラベルキャンペーンと県民一家族

一旅行推進事業の併用ができない事業者については、

システムの改修が必要であることから、短期間での対

応は困難であると聞いている。 
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 要  望  事  項 回       答 

 

加えて、喫緊の対策として、現在、国が行ってい

るＧｏ Ｔｏトラベルキャンペーンと本県の「県民

一家族一旅行推進事業」がすべての旅行会社で併

用可能となるよう働きかけるほか、経済波及効果

と需要回復・喚起の実効性向上を図るための対策

を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 新しい生活様式で支える中小企業等支援の強

化について 
 

 

県では感染防止対策に取り組み県内経済を支え

る中小企業等を支援するため、地域における消費

喚起に向けたプレミアム付商品券（とちぎ応援プ

レミアムチケット）の発行事業を行った。県初の商

品券発行事業として、県内在住者に止まらず県内

通勤者等も対象としたことから、その効果を大い

に期待している。 

 チケットが活用できる登録店舗等は８月１７日

現在約４，０００ヵ所と聞いているが、登録店の地

域性・業種別の状況から商工団体などと連携し更

なる登録業者の拡大に努めること。また、取扱店募

集及びチケット販売期間を９月３０日までとして

いることから、消費者の購買動向に鑑み利用期間

を年末まで延長するとともに、取扱店からの換金

申請や手数料等負担の回数制限を見直されたい。 

 さらに、国が実施するＧｏ Ｔｏ事業による人の

移動に伴う感染リスクに備え、今事業の登録条件

にもある感染防止対策取組宣言を、他県のように

「対策認定制度」への強化に取り組まれたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「とちぎ応援プレミアムチケット」については、経

営上大きな影響を受けている飲食業をはじめ、小売業

やサービス業を幅広く支援することとしたところで

あり、感染状況や消費動向等を踏まえ、より効果的な

事業となるよう検討していく。 

社会経済活動の本格展開を図っていく中、感染防止

対策については、事業者の自主的な取組が重要である

ことから、引き続き業界団体等と連携しながら、感染

防止対策取組宣言運動を展開し、ガイドラインに沿っ

た感染防止対策の徹底を図っていく。 
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 要  望  事  項 回       答 

１４ コロナ禍の対策「通販サイト」を利用した農畜

産物の販売促進について 
 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う外食需要の

縮小、イベントの中止及び観光客の減少等のため、

農畜産物（水産物・林産物を含む）や農畜産物等を

利用した加工食品の販売が低迷していることを踏

まえて、県では、県内の多くの農業者等が活用でき

るインターネット通販サイト構築による緊急的な

販路拡大策として、とちぎの農畜産物等スマイル

アップ事業を立ち上げ、インターネット通販（ＥＣ

：イーコマース）「とちぎＳｍｉｌｅマルシェ」を

スタートした。本事業への出品を機会にインター

ネット通販の知識・経験を養い、一つの販路として

今後の経営に生かしていただくことも目標として

おり、県内各地の農畜産物の需要拡大策の一つと

して注目される。 

 本事業の成果を検証することが、今後の本県農

畜産物の販路拡大に向けて大いに参考となるた

め、検証結果を踏まえインターネット通販に参加

した農業者等と連携し、新たな販路拡大策として

定着するよう取り組むこと。 

 また、８月から来年２月末までの期間限定の事

業であり、その後は農業者等に自発的なインター

ネット通販事業への参画を促すものであるが、状

況に応じて、次年度予算の対応を含め、実施期間を

延長する等して本事業の内容の充実を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、本県農畜

産物等の消費拡大を図るため、通販サイト「とちぎ

Smile マルシェ」を開設し、魅力ある本県農畜産物等

の全国に向けたＰＲを実施している。 

また、当該事業において、農業者等がインターネッ

ト通信販売の手法を習得できるよう、細やかなアドバ

イスを行うことにより、本サイト終了後も自ら取り組

めるよう支援していく。 
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 要  望  事  項 回       答 

１５ 近年の異常気象対策を踏まえた防災・減災対

策について 
 

 

昨年の「令和元年東日本台風」では、各地で甚大

な浸水被害が発生した。各被災箇所では、先般行わ

れた県土整備委員会の各自治体要望でも明らかな

通り、各要望河川の災害復旧工事完了までには多

くの期間を有することから、災害復旧工事期間に

おける浸水被害防止のためのハード・ソフトの対

策が必要である。 

各河川においては、夏場の出水期対策として堤

防等の仮復旧工事等が行われているが、周辺住民

に対する説明会開催や県内改良復旧事業の解説の

ために作成した動画の活用等、適切な情報提供に

努めるとともに、工事箇所のパトロールの実施や、

現場管理を徹底すること。 

また、県では、令和元年東日本台風で被災した中

小河川についても「浸水想定区域図」を作成し、市

町に資料提供している。一方、市町では「リスク想

定図」等の作成により、簡易的なハザードマップ等

の活用へと作業を進めている。このようなことか

ら、県と市町とで連携し、特に昨年浸水した地域に

対する避難対策等が万全か否かを県としても総点

検しておくこと。 

さらに、市町が対応する避難所確保や避難経路

等の整備については、新型コロナウイルス感染症

対策も含め、早急に整備するよう促すとともに、特

に昨年浸水被害に遭った地域における避難所の見

直し等が適切に行われているか、市町の対応状況

の把握に努めるとともに、作業が遅延している自

治体に対し、助言指導を行うこと。 

このほか、宇都宮市では、緊急告知機能付き防災

ラジオの助成制度を設け、市の登録制メールを利

用できない世帯に対し購入を呼び掛けているが、

災害時の情報受発信の方法や災害備蓄物品の調

達、保有状況の把握等についても県と市町とで連

携し、適切な指導助言を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

改良復旧事業等の事業実施にあたっては、関係住民

に対する説明会の開催に加え、ＳＮＳを活用した事業

説明動画の公開を行うなど、丁寧な説明、情報提供に

努めている。 

 災害復旧工事箇所については、パトロールの強化に

努めるなど、引き続き現地の状況を十分確認し、対策

に万全を期していく。 

避難対策については、市町に対し、避難所の指定に

ついての点検・見直しを助言するとともに、会議等に

おいて再周知を図りながら、市町の対応状況を確認し

ているほか、適切な避難のあり方についてのリーフレ

ットを各世帯に配布するなど、安全な避難経路の確認

等について県民の理解促進を図っている。 

また、避難所における新型コロナウイルス感染症対

策が求められる中、県有施設や県旅館・ホテル生活衛

生同業組合との協定に基づく宿泊施設の活用を調整

するなど、避難所の確保について市町の取組を支援し

ている。 

 さらに、災害時の情報受発信の方法等について、地

域の実情に応じて、最適な複数の情報伝達手段の整

備、活用を促すとともに、市町における感染症対策物

資等の備蓄品の保有数を確認しつつ、十分な備蓄がな

されるよう助言していく。 

 

 

 

○緊急防災・減災対策事業費      1,000,000 
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 要  望  事  項 回       答 

１６ 教員の働き方改革について  

 

栃木県教職員協議会（栃教協）が県内小中学校の

教職員を対象に実施したアンケートで、多忙感を

抱える割合が９年連続で９割を超え、多忙で心身

の健康に不安を感じる割合も７割を超えた。さら

に本年度は、新型コロナウイルス感染症対策とい

う新たな負担も生じている。学校における働き方

改革推進プランを策定するなど全県的に教育現場

での働き方の見直しを行っているが、改善への見

通しが立っていない状況と考えられることから、

スクールサポートスタッフや部活動指導員の拡充

に今後積極的に取り組むこと。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響による

休校の長期化で学びの保障が課題となる中、県立

学校と市町立学校で学習指導員とスクールサポー

トスタッフの配置を今後進めていく中で、人材確

保は難しいと聞いている。学校現場では、新型コロ

ナウイルス感染症対策に伴う消毒作業等、教員の

負担が増えている状況からも早期配置に向けて全

力で取り組むこと。さらには、配置は今年度末まで

となっているが、教職員の多忙解消のために来年

度以降も事業の継続を国に働きかけること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度から県立学校に部活動指導員の配置を進め

ているほか、市町立中学校への配置に対しても助成を

行っており、今後も学校における働き方改革推進プラ

ンに基づき、学校運営体制の充実や業務改善を進めて

いく。 
また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた

学びの保障のための学習指導員及びスクール・サポー

ト・スタッフについては、市町教育委員会や各学校と

連携し、人材確保に努めているところである。来年度

以降の事業継続については、予算措置も含め、国に対

して要望していく。 
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 要  望  事  項 回       答 

１７ 障がい者施策の充実について  

 

文部科学省による教育委員会における障害者雇

用に関する実態調査によれば、栃木県においては、

令和元年６月時点において、法定雇用率２．４０％

に対し１．８０％と未だ基準を満たしていない状

況が継続しており、全国平均の１．８７％も下回っ

ている状況にある。さらに言えば、事務職員の実雇

用率は全国平均を上回っているものの、教育職員

の実雇用率は１．０７％と全国平均を下回ってい

る現状にある。この点、栃木県が目指すインクルー

シブ教育の実現のためには、教育の現場に障害の

ある方たちの力も積極的に取り入れていく必要が

あると思われる。こうした中、県教育委員会におい

ては、障害者活躍推進計画（第 1 期）が策定され

たところであり、早期の法定雇用率達成に向けて、

かかる計画の履行はもちろん、明確な期限や数字

を示した上で、雇用拡大の実現のために一層取り

組むこと。 

また、現在、本県では、重度心身障害者に対する

医療費の助成について、償還払いの手法をとって

いる。この点、医療費の助成を受けるためには、医

療機関での受診証明や保険点数等が明記された領

収書を添付した上で、申請書を市町に提出しなけ

ればならず、また、患者の中には、新薬の使用や手

術等高額な支払いを余儀なくされている方もいる

など、後で還付されるとはいえ、その負担は大きい

ものであると思われる。近年、県内では、宇都宮

市、日光市、鹿沼市、栃木市など、一部の市町にお

いては重度心身障害者に対する医療費の現物給付

が導入されている。しかしながら、県には、居住す

る自治体によって受けるサービスが大きく異なる

不均衡をなくし、県内どこに住んでいても同じよ

うなサービスを受けられるよう配慮する責任があ

るのではないかと考える。そこで、重度心身障害者

に対する医療費の現物給付について、県が中心に

なって、全県的に導入できるよう対応を検討する

こと。 

さらに、昨年の県議会において、重度心身障害者

医療費助成制度の精神障害者への対象拡大にかか

る陳情が採択されたところ、現在、県と市町による

検討会が設置され、制度設計についての検討が始

まっているところである。しかしながら、未だ実現

までのタイムスケジュールも明らかとなっていな

いのが現状である。早期の実現に向けて、県がリー 

教育委員会における障害者雇用率については、今年

度に県立学校の公仕や教員業務支援員、学校事務員等

の障害者の採用数を大幅に増やした結果、令和２

（2020）年６月１日現在の障害者雇用率は２．４８％

となり、法定雇用率を達成したところである。 

引き続き、本年３月に策定した障害者活躍推進計画

（第１期）に基づき、障害者が活躍できる環境の整備

に努めていく。 
また、重度心身障害者に対する医療費の現物給付の

導入については、過去に県と市町による検討会を設置

し、全県的な導入に向けて意見集約を図ったが、様々

な課題から意見の統一が図れなかった経緯があるた

め、引き続き実施主体である市町の意向を十分に踏ま

え、持続可能な制度の運用に努めていく。 

精神障害者への対象拡大については、実施主体であ

る市町と検討会を設置し、助成対象者や助成内容等の

検討を進めているところであり、財政状況等を踏ま

え、持続可能な制度となるよう、引き続き、検討を進

めていく。 
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 要  望  事  項 回       答 

 

ダーシップを取り、明確な期限を設けた上で議論

を加速させること。 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 巧妙化する特殊詐欺被害の防止について  

 

県内での今年１月～７月の期間における特殊詐欺

被害の認知件数は、前年同期比７件減の１２３件

で、被害総額は約６，８８６万円減の約１億８，８

８５万円であった。高齢者が多額の振込みをしよ

うとする際、金融機関が窓口で積極的な声掛けに

努めることで被害の未然防止に取り組む一方、県

警察による犯罪に利用される口座の凍結や摘発な

どが成果を表している。 

 その結果１月～７月において、被害を未然に防

いだ阻止件数は５８件で総額約９，６１６万円に

上る。 

 しかし、特殊詐欺グループが警察官を装って「キ

ャッシュカードが犯罪に使われている」などと嘘

の電話で接触し、被害者宅を訪問してカードをす

り替える「キャッシュカード詐欺盗」が、前年同期

からほぼ倍増の５０件に達し、被害額は約１，６５

２万円増の約５，７９１万円である。特殊詐欺の手

口別件数でも最多の約４１％を占め、７月の特殊

詐欺被害件数では２１件中１２件がキャッシュカ

ード詐欺盗であった。 

 そこで、これまで特殊詐欺認知件数が多く発生

している都市部や県南地域に対し、特殊詐欺被害

防止コールセンターによる集中的な注意喚起を行

うほか、迷惑電話防止機能付き電話機の普及促進、

手口を知るための特殊詐欺被害防止検定の持続的

な実施等を一層図るなど被害防止に取り組むこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特殊詐欺の撲滅に向け、検挙と抑止の両面から取り

組んでいるところであり、このうち抑止については、

特に、普及キャンペーン等による迷惑電話防止機能付

電話機の普及と、コールセンターによる架電事業や特

殊詐欺被害防止検定等を通じた高齢者の抵抗力の強

化を図っている。 

 引き続き、これらの取組を推進するとともに、関係

団体等と連携を図りながら、社会全体で特殊詐欺の撲

滅に取り組んでいく。 
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